








<研究目的>

  地城保健法の改正により平成 9年度からは障害児の療育指導は保健所の重要な事業の一

つになる.  しかし、現在行なわれている障害児の療育はさまざまな問題を含んでいる。

そこで、我々の班の研究目的は効果的な療育相談の在り方を検討することであり、最終的

には発達相談マニュアルを作成することにある.そのために班を二つに分け研究すること

にした.まず第一の班では最近目覚ましい発展をしている神経発生学や神経生理学などの

基礎医学の新しい知見や胎児がら乳幼児までの発達行動学的研究の成果、  あるいは電気

生理学的検査の新しい結果などを踏まえ、資育やリハビリの劾果などの理要的根拠を構築

することを目的に研究をすることにした.第二の班は現在行なわれている療育相談の現状

を分析し、乳幼児期から学童期までの間題点を明らかにし、解決方法を探ろうとするもの

である.そのために、今年度はまず文献レビューをし、  あるいはフージビリティスタデ

ィを行ない、研究計画を立てることにした.以下各班員の研究結果や研究計画などについ

て述べる.


